
 

 

審 議 結 果 通 知 書 

 
                                                              
                                                                       平成２７年６月１７日 
 
津建設事務所長 様 

 
 

                                          三重県環境調整システム推進会議 会長 
                                                 
 
  平成２７年４月２１日付けで提出のあった環境配慮検討書について審議した結果は
次のとおりでしたので通知します。 

 
 

 対象事業の名称 二級河川志登茂川水系河川整備計画 

 (1)調整事項 ・生活環境への影響について 

・景観について 

・大気環境及び騒音・振動について 

 (2)調整の結果の内容 （生活環境への影響について） 

・浚渫土砂については、廃棄物処理法の廃棄物には該当しませ
んが、性状に応じて生活環境保全上支障が出ないよう適切に
処理してください。 

  

（景観について） 
・環境配慮検討書３頁中「2計画地の社会的条件の現況等」の「(2)

関係法令等による地域の指定・規制状況」について、「J.景観

法－規制有」へ（津市景観計画区域）を追記してください。 

・同「(5)自然景観・文化財等」について、「津市景観計画」も追

加し、再調査をお願いします。 

 

（大気環境及び騒音・振動について） 

・工事の実施に際しては、いわゆるポスト新長期規制適合車両、

低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成９年建設

省告示第１５３６号）に基づく低騒音型建設機械及び低振動型

建設機械、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に定

める排出基準適合車両及び「排出ガス対策型建設機械の普及促

進に関する規程」（平成１８年３月１７日付国土交通省告示第

３４８号）に基づく排出ガス対策型建設機械を優先的に使用す

る等、排出ガスや騒音・振動の低減に努めてください。特に、

都市計画区域内における工事については、付近住民への配慮を

お願いします。 

 (3)備考   

 


